
〇こんな悩みにお応えします 
年金だけでは不十分で、不安がある 
自分で積み増しするには、どんなものがあるの？ 
〇制度の特徴 
・経経営営者者ののたためめのの退退職職金金制制度度 
小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会社等の役員の方が廃業や

退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。 
・掛掛金金はは全全額額所所得得控控除除 
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除で

きます。 
・受受取取時時もも税税制制メメリリッットト 
共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の

雑所得扱い」です。 
〇他にもこんな特徴があります。 
契契約約者者貸貸付付けけのの利利用用がが可可能能、、共共済済金金のの受受給給権権はは差差押押禁禁止止＊＊  

＊共済金等の受給権は国税等滞納の差押え以外は差押禁止債権として保護されます。 
共済金の受給権は差押禁止 
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頑頑張張っっててくくれれるる従従業業員員ののたためめにに・・・・・・  
 

そそんんなな社社長長ささんんのの思思いいをを、、  

国国のの退退職職金金制制度度「「中中退退共共」」ががササポポーートトししまますす。。  
〇〇掛掛金金をを一一部部助助成成  

〇〇全全額額非非課課税税  

〇〇カカンンタタンン管管理理 

――  家家族族従従業業員員のの加加入入ももＯＯＫＫ！！  ――  

事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。 

 

※他の退職金・企業共済年金制度等との資産移換も可能です。 

 

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、貸付けが受けら

れる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバッ

クアップします。 

○制度の特徴 

・掛掛金金のの 1100倍倍のの範範囲囲内内でで最最高高 88,,000000万万円円ままでで貸貸付付けけ 

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の 10倍に相当する額（最

高 8,000万円）」のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の貸付金額

に応じて５年～７年（据置期間６か月を含む）で毎月均等償還です。 

・貸貸付付条条件件はは無無担担保保・・無無保保証証人人 

共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の貸

付けを受けますと貸付額の 10分の１に相当する額が積み立てた掛金総額から控

除されます。 

・掛掛金金はは税税法法上上  

損損金金（（法法人人））ままたたはは必必要要経経費費（（個個人人事事業業））にに 

中中小小企企業業退退職職金金共共済済  

経経営営セセーーフフテティィ共共済済共共済済  

小小規規模模企企業業共共済済  
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小小規規模模事事業業者者持持続続化化補補助助金金  

 

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開

拓や生産性向上の取組を応援します。 

対象となる事業者は常時使用する従業員が 20人以下（卸売業、小売業、サービス業は 5人以下）の小

規模事業者です。事業計画の策定には期間を要しますので希望される方はお早めにご相談ください。 

 

◎申請締切 

第 10回受付締切分：2022年 12月上旬、第 11回受付締切分：2023年２月下旬 

◎補助率・補助上限額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎申請類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎補助対象経費 

 ①機械装置等費   ：製造装置の購入等 

 ②広報費      ：チラシ作成・配布、看板の設置等 

 ③ウェブサイト関連費：ウェブサイトや ECサイト等に係る経費 

 ④展示会等出店費  ：展示会・商談会の出展料等 

 ⑤旅費       ：販路開拓等を行うための旅費 

 ⑥開発費      ：新商品の試作品開発等に伴う経費 

 ⑦資料購入費    ：補助事業に関連する資料・図書等 

 ⑧雑役務費     ：補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 

 ⑨借料       ：機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの） 

 ⑩設備処分費    ：新サービスのスペース確保を目的とした設備処分等 

 ⑪委託・外注費   ：店舗改装など自社では実施困難な業務を第 3者に依頼（契約必須） 
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◎申請類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎補助対象経費 

 ①機械装置等費   ：製造装置の購入等 

 ②広報費      ：チラシ作成・配布、看板の設置等 

 ③ウェブサイト関連費：ウェブサイトや ECサイト等に係る経費 

 ④展示会等出店費  ：展示会・商談会の出展料等 

 ⑤旅費       ：販路開拓等を行うための旅費 

 ⑥開発費      ：新商品の試作品開発等に伴う経費 

 ⑦資料購入費    ：補助事業に関連する資料・図書等 

 ⑧雑役務費     ：補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 

 ⑨借料       ：機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの） 

 ⑩設備処分費    ：新サービスのスペース確保を目的とした設備処分等 

 ⑪委託・外注費   ：店舗改装など自社では実施困難な業務を第 3者に依頼（契約必須） 
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知知っってていいまますすかか？？  

自自分分のの最最低低賃賃金金 

岩岩手手県県  最最低低賃賃金金854円円（（時時間間額額））  ＊＊前前年年比比33 円円 UUPP⤴⤴  
（（令令和和 4年年 10月月 20日日かからら））  

 

会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人と雇う人のため

のルールです！ 
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県では、「事業復興型雇用確保助成金」の申請を受け付けます。 

県内沿岸 12市町村に所在し、国または自治体の補助金事業等を活用中もしくは活用実績のある事業所

が、求職者を雇用した場合、１人当たり３年間で最大 120万円を助成します。また、雇入れに先立ち住宅

支援の導入等を行った場合、１年間で最大 240万円を助成します。 

詳しくは、県のホームページを御確認いただくか、下記問い合わせ先まで御連絡ください。 

〇申請期間 

【前期】令和４年９月１日（木）から令和４年 11月 30日（水）まで 

〈申請対象〉令和４年２月１日から令和４年 10月 31日までの雇入れ 

【後期】令和４年 12月１日（木）から令和５年１月 31日（火）まで 

〈申請対象〉令和４年 11月１日から令和５年１月 31日までの雇入れ 

〇受付時間 午前９時半～正午、午後１時～４時半  ※土・日曜日、祝日は除く。 

〇申請先・問い合わせ 岩手県定住推進・雇用労働室（℡019－656－1571）へ。 

令和４年 10月から、労働者負担・事業主負担の保険料が変更になります。 

年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。 

 

雇雇用用保保険険料料ののごご案案内内  

最最低低賃賃金金ののおお知知ららせせ  

１ 時間給の場合  時間給 ≧ 最低賃金額（時間額） 
２ 日給の場合   日給 ÷ １日の平均所定労働時間 ＝ 時間給 ≧ 最低賃金額（時間額） 
３ 月給の場合   月給 ÷ １か月の平均所定労働時間 ＝ 時間給 ≧ 最低賃金額（時間額） 
４ 上記 １，２，３が組み合わさっている場合（例）基本給が日給で、各手当が月給の場合 
① 基本給（日給）→２の計算で時間額を出す 
② 各手当（月給）→３の計算で時間額を出す 
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額（時間額） 

雇雇用用確確保保のの助助成成金金申申請請をを受受けけ付付けけまますす  
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小小規規模模事事業業者者持持続続化化補補助助金金  

 

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開

拓や生産性向上の取組を応援します。 

対象となる事業者は常時使用する従業員が 20人以下（卸売業、小売業、サービス業は 5人以下）の小

規模事業者です。事業計画の策定には期間を要しますので希望される方はお早めにご相談ください。 

 

◎申請締切 

第 10回受付締切分：2022年 12月上旬、第 11回受付締切分：2023年２月下旬 

◎補助率・補助上限額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎申請類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎補助対象経費 

 ①機械装置等費   ：製造装置の購入等 

 ②広報費      ：チラシ作成・配布、看板の設置等 

 ③ウェブサイト関連費：ウェブサイトや ECサイト等に係る経費 

 ④展示会等出店費  ：展示会・商談会の出展料等 

 ⑤旅費       ：販路開拓等を行うための旅費 

 ⑥開発費      ：新商品の試作品開発等に伴う経費 

 ⑦資料購入費    ：補助事業に関連する資料・図書等 

 ⑧雑役務費     ：補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 

 ⑨借料       ：機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの） 

 ⑩設備処分費    ：新サービスのスペース確保を目的とした設備処分等 

 ⑪委託・外注費   ：店舗改装など自社では実施困難な業務を第 3者に依頼（契約必須） ２

知知っってていいまますすかか？？  

自自分分のの最最低低賃賃金金 

岩岩手手県県  最最低低賃賃金金854円円（（時時間間額額））  ＊＊前前年年比比33 円円 UUPP⤴⤴  
（（令令和和 4年年 10月月 20日日かからら））  

 

会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人と雇う人のため

のルールです！ 
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県では、「事業復興型雇用確保助成金」の申請を受け付けます。 

県内沿岸 12市町村に所在し、国または自治体の補助金事業等を活用中もしくは活用実績のある事業所

が、求職者を雇用した場合、１人当たり３年間で最大 120万円を助成します。また、雇入れに先立ち住宅

支援の導入等を行った場合、１年間で最大 240万円を助成します。 

詳しくは、県のホームページを御確認いただくか、下記問い合わせ先まで御連絡ください。 

〇申請期間 

【前期】令和４年９月１日（木）から令和４年 11月 30日（水）まで 

〈申請対象〉令和４年２月１日から令和４年 10月 31日までの雇入れ 

【後期】令和４年 12月１日（木）から令和５年１月 31日（火）まで 

〈申請対象〉令和４年 11月１日から令和５年１月 31日までの雇入れ 

〇受付時間 午前９時半～正午、午後１時～４時半  ※土・日曜日、祝日は除く。 

〇申請先・問い合わせ 岩手県定住推進・雇用労働室（℡019－656－1571）へ。 

令和４年 10月から、労働者負担・事業主負担の保険料が変更になります。 

年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。 

 

雇雇用用保保険険料料ののごご案案内内  

最最低低賃賃金金ののおお知知ららせせ  

１ 時間給の場合  時間給 ≧ 最低賃金額（時間額） 
２ 日給の場合   日給 ÷ １日の平均所定労働時間 ＝ 時間給 ≧ 最低賃金額（時間額） 
３ 月給の場合   月給 ÷ １か月の平均所定労働時間 ＝ 時間給 ≧ 最低賃金額（時間額） 
４ 上記 １，２，３が組み合わさっている場合（例）基本給が日給で、各手当が月給の場合 
① 基本給（日給）→２の計算で時間額を出す 
② 各手当（月給）→３の計算で時間額を出す 
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額（時間額） 

雇雇用用確確保保のの助助成成金金申申請請をを受受けけ付付けけまますす  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



〇こんな悩みにお応えします 
年金だけでは不十分で、不安がある 
自分で積み増しするには、どんなものがあるの？ 
〇制度の特徴 
・経経営営者者ののたためめのの退退職職金金制制度度 
小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会社等の役員の方が廃業や

退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。 
・掛掛金金はは全全額額所所得得控控除除 
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除で

きます。 
・受受取取時時もも税税制制メメリリッットト 
共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の

雑所得扱い」です。 
〇他にもこんな特徴があります。 
契契約約者者貸貸付付けけのの利利用用がが可可能能、、共共済済金金のの受受給給権権はは差差押押禁禁止止＊＊  

＊共済金等の受給権は国税等滞納の差押え以外は差押禁止債権として保護されます。 
共済金の受給権は差押禁止 
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頑頑張張っっててくくれれるる従従業業員員ののたためめにに・・・・・・  
 

そそんんなな社社長長ささんんのの思思いいをを、、  

国国のの退退職職金金制制度度「「中中退退共共」」ががササポポーートトししまますす。。  
〇〇掛掛金金をを一一部部助助成成  

〇〇全全額額非非課課税税  

〇〇カカンンタタンン管管理理 

――  家家族族従従業業員員のの加加入入ももＯＯＫＫ！！  ――  

事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。 

 

※他の退職金・企業共済年金制度等との資産移換も可能です。 

 

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合、貸付けが受けら

れる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバッ

クアップします。 

○制度の特徴 

・掛掛金金のの 1100倍倍のの範範囲囲内内でで最最高高 88,,000000万万円円ままでで貸貸付付けけ 

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の 10倍に相当する額（最

高 8,000万円）」のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の貸付金額

に応じて５年～７年（据置期間６か月を含む）で毎月均等償還です。 

・貸貸付付条条件件はは無無担担保保・・無無保保証証人人 

共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。ただし、共済金の貸

付けを受けますと貸付額の 10分の１に相当する額が積み立てた掛金総額から控

除されます。 

・掛掛金金はは税税法法上上  

損損金金（（法法人人））ままたたはは必必要要経経費費（（個個人人事事業業））にに 

中中小小企企業業退退職職金金共共済済  

経経営営セセーーフフテティィ共共済済共共済済  

小小規規模模企企業業共共済済  
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小小規規模模事事業業者者持持続続化化補補助助金金  

 

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開

拓や生産性向上の取組を応援します。 

対象となる事業者は常時使用する従業員が 20人以下（卸売業、小売業、サービス業は 5人以下）の小

規模事業者です。事業計画の策定には期間を要しますので希望される方はお早めにご相談ください。 

 

◎申請締切 

第 10回受付締切分：2022年 12月上旬、第 11回受付締切分：2023年２月下旬 

◎補助率・補助上限額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎申請類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎補助対象経費 

 ①機械装置等費   ：製造装置の購入等 

 ②広報費      ：チラシ作成・配布、看板の設置等 

 ③ウェブサイト関連費：ウェブサイトや ECサイト等に係る経費 

 ④展示会等出店費  ：展示会・商談会の出展料等 

 ⑤旅費       ：販路開拓等を行うための旅費 

 ⑥開発費      ：新商品の試作品開発等に伴う経費 

 ⑦資料購入費    ：補助事業に関連する資料・図書等 

 ⑧雑役務費     ：補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 

 ⑨借料       ：機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの） 

 ⑩設備処分費    ：新サービスのスペース確保を目的とした設備処分等 

 ⑪委託・外注費   ：店舗改装など自社では実施困難な業務を第 3者に依頼（契約必須） ３


